
  

 

平成１９年１１月８日 

消 防 庁 

住宅用火災警報器における不具合の発生に係る注意喚起 
 
 このたび住宅用火災警報器の一部製品に不具合が発生するおそれのある旨の報告

が、販売元であるマックス株式会社及び越智産業株式会社からありました。このため、

添付資料のとおり各都道府県消防防災主管部長等に通知しましたので、公表いたしま

す。 
なお、該当製品については、両社において順次回収・交換作業が進められる予定で

す。 

該当住宅用火災警報器 

販売元事業者 
及び製品名 機種番号等 対象個数 

ＫＫ－ＤＳ４０－１０ 
（煙感知 電池式 10 年寿命）

１６４，７０６

ＫＫ－ＤＳ４０－ ２ 
（煙感知 電池式 2 年寿命） １，８６５

ＫＫ－ＤＨ４０－１０ 
（熱感知 電池式 10 年寿命）

７，２０４

マックス(株) 
住宅用火災警報器

「火無安全」 

ＫＫ－ＤＨ４０－ ２ 
（熱感知 電池式 2 年寿命） １４３

越智産業(株) 
住宅用火災警報器

「カチッ！とくん」 

ＯＫ－ＤＳ０１－１０ 
（煙感知 電池式 10 年寿命）

１３，０２０

計 １８６，９３８

お問合わせ窓口（両社共通）：火災警報器お客様相談ダイヤル

電話   ０１２０－３０１－３５９ 
FAX  ０３－３６６９－８１３５ 
受付時間 月～金（祝日・指定休日を除く）９：００～５：３０ 
マックス株式会社 ＵＲＬ：http://www.max-ltd.co.jp/

越智産業株式会社 ＵＲＬ：http://www.ochisangyo.co.jp/

 

＜添付資料＞ 
  通知文 
 総務省 消防庁 予防課 

担当：地下（じげ）・井上 
TEL：03-5253-7523 / FAX：03-5253-7533 
E-mail:m.inoue@soumu.go.jp 



  

 

消 防 予 第 ３ ６ ９ 号 

平成１９年１１月８日 

 

各 都 道 府 県 消 防 防 災 主 管 部 長 

                  御中 

東 京 消 防 庁 ・ 指 定 都 市 消 防 長 

 

                        

消 防 庁 予 防 課 長      

 

 

住宅用火災警報器における不具合の発生及び交換について 

 

 貴職におかれましては、平素から消防防災行政に御理解と御協力を賜り、厚く

御礼申しあげます。 

今般、住宅用火災警報器（以下「住警器」という。）の一部製品に不具合が発

生するおそれがあり、該当製品について、販売元であるマックス株式会社及び越

智産業株式会社において順次回収・交換作業が進められている旨両社から報告が

ありましたので、下記のとおり情報提供いたします。 

なお、貴職において本件に類似する事案を聞知した場合は、速やかに当課まで

報告をお願いします。 

また、各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県管内の市町

村に対し、この旨周知されますようお願いします。 

 

記 

 

１ 不具合の概要、原因等について 

(1)不具合の内容 

     表示されている電池の寿命よりも極端に短い期間で電池切れを生じる。 

  (2)原因について 

     製造過程における何らかの不備による可能性が高いと考えられる。 

  (3)本件に該当する疑いのある製品について 

     推測されている上記原因を踏まえ、実際に不具合を生じた住警器の製造

工場において製造された下表の製品（以下、「回収対象製品」という。）



  

 

については同様の不具合を生じる疑いがある。 

販売元事業者 

及び製品名 
機種番号等 対象個数 

ＫＫ-ＤＳ４０-１０ 

（煙感知 電池式 10年寿命） 
１６４，７０６ 

ＫＫ-ＤＳ４０- ２ 

（煙感知 電池式 2年寿命） 
１，８６５ 

ＫＫ-ＤＨ４０-１０ 

（熱感知 電池式 10年寿命） 
７，２０４ 

マックス(株) 

住宅用火災警報器

「火無安全」 

ＫＫ-ＤＨ４０- ２ 

（熱感知 電池式 2年寿命） 
１４３ 

越智産業(株) 

住宅用火災警報器

「カチッ！とくん」 

ＯＫ-ＤＳ０１-１０ 

（煙感知 電池式 10年寿命） 
１３，０２０ 

計 １８６，９３８ 

  (4)回収対象製品の流通状況 

     回収対象製品のうち、マックス(株)取扱いのもの約 8,700個について

は、店頭販売等により、最終的な購入者が把握できていない恐れがある。

これ以外のものについては、建設会社等への販売であり、取引先を通じ

て最終的な購入者を特定し、回収・交換を進めるとのこと。 

 

２ マックス株式会社及び越智産業株式会社の対応状況について 

   ユーザー等には別添の注意喚起チラシ等を配布するとともに、ホームページ

上でも公表し、ユーザー等から連絡があった場合及び設置場所等を把握して

いる対象製品については順次交換作業が進められている。また、対象製品の

詳細等、本件に関する問い合わせについては以下の問合わせ窓口が設置され

ている。 

 

お問合わせ窓口（両社共通）：火災警報器お客様相談ダイヤル 

電話  ０１２０－３０１－３５９ 

FAX  ０３－３６６９－８１３５ 

受付時間 月～金（祝日・指定休日を除く）９：００～５：３０ 

マックス株式会社 ＵＲＬ：http://www.max-ltd.co.jp/ 

越智産業株式会社 ＵＲＬ：http://www.ochisangyo.co.jp/ 

 

 

総務省 消防庁 予防課 

担当：地下（じげ）・井上 

TEL：03-5253-7523 / FAX：03-5253-7533 

E-mail:m.inoue@soumu.go.jp 



  

 

 

 

 

別添 



  

 

 

 

 



  

 

 

 


